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三井不動産ロジスティクスパーク投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人の 

合併後の 2025年 7月期及び 2026年 1月期の運用状況の予想に関するお知らせ 

 

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「MFLP」といいます。）及びアドバンス・ロジスティクス

投資法人（以下「ADL」といい、併せて「両投資法人」といいます。）が本日付で公表しました「三井不動産ロ

ジスティクスパーク投資法人及びアドバンス・ロジスティクス投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」に

記載のとおり、MFLP及び ADLは、それぞれ、本日開催の各役員会にて、2024年 11月 1日を合併の効力発生日

として、MFLP を吸収合併存続法人、ADL を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）

を行うことについて決定し、本日付で合併契約を締結しました。また、MFLP は、本合併に伴い、本日公表し

た「合併契約承認及び規約一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、2024 年 9 月 30 日開催予定の投資主

総会で「規約一部変更の件」が承認されることを条件として、営業期間及び決算期の変更（以下「本営業期間

変更」といいます。）を行うことを予定しております。 

これらに伴い、本合併後の存続法人である MFLPの 2025年 7月期（2024年 11月 1日～2025年 7月 31日）

及び 2026年 1月期（2025年 8月 1日～2026年 1月 31日）の運用状況の予想について、下記のとおりお知ら

せいたします。 

なお、本合併前の 2024 年 10 月期（2024 年 8 月 1 日～2024 年 10 月 31 日、本営業期間変更前は 2024 年 8

月 1 日～2025 年 1 月 31 日）の MFLP の運用状況の予想については、MFLP が本日付で公表した「営業期間及び

決算期の変更に伴う運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、本合併前

の ADLの最終期の営業期間は、2024年 9月 1日から 2024年 10月 31日までの 2ヶ月間となる予定ですが、か

かる期間の ADL の運用状況及び合併交付金の予想については、ADL が本日付で公表した「2024 年 8 月期及び

2025年 2月期の運用状況の予想の修正並びに合併交付金の予想に関するお知らせ」をご参照ください。 
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記 

 

1. 2025年 7月期（2024年 11月 1日～2025年 7月 31日）の運用状況の予想 

 
営業収益 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期 

純利益 

（百万円） 

1口当たり 

分配金 

（円） 
（利益超過 

分配金を 

含む） 

 

1口当たり 

分配金 

（円） 
（利益超過 

分配金は 

含まない） 

1口当たり 

利益超過 

分配金 

（円） 

2025年 7月期 

（9ヶ月） 
24,933 8,961 7,815 7,814 3,629 2,427 1,202 

6ヶ月換算後

の 2025年 7月

期 

（上記金額×

181/273） 

16,530 5,941 5,181 5,181 2,406 1,609 797 

（参考）2025年 7月期：予想期末発行済投資口数 3,219,699 口 

 

2. 2026年 1月期（2025年 8月 1日～2026年 1月 31日）の運用状況の予想 

 

営業収益 

（百万

円） 

営業利益 

（百万

円） 

経常利益 

（百万

円） 

当期 

純利益 

（百万

円） 

1口当たり 

分配金 

（円） 
（利益超過 

分配金を 

含む） 

 

1口当たり 

分配金 

（円） 
（利益超過 

分配金は 

含まない） 

1口当たり 

利益超過 

分配金 

（円） 

2026年 1月期 16,837 6,870 6,096 6,095 2,478 1,893 585 

（参考）2026年 1月期：予想期末発行済投資口数 3,219,699 口 

 

（注 1）MFLPは、本合併の効力発生を停止条件として、第 17期営業期間を現行の 2024年 8月１日から 2025年 1月末日までから 2024年 8

月１日から 2024年 10月末日までとし、第 18期営業期間を 2024年 11月 1日から 2025年 7月末日までに変更する旨の規約変更に

係る議案を 2024 年 9 月 30 日開催予定の MFLP の投資主総会に提出する予定です。当該規約変更に係る議案が投資主総会において

承認された場合、MFLPにおける本合併の効力発生前の最終期の営業期間は第 17期営業期間である 2024年 8月 1日から 2024年 10

月末日までの 3ヶ月となり、本合併の効力発生直後の営業期間は第 18期営業期間である 2024年 11月 1日から 2025年 7月末日ま

での 9ヶ月となり、第 19期営業期間以降の営業期間は、毎年 2月 1日から 7月末日まで及び 8月 1日から翌年 1月末日までとな

ります。 

なお、第 18 期（2025 年 7 月期）の 6 ヶ月換算後の運用状況の予想数値については、上記営業期間の変更をしなかった場合の日数

（2025年 2月 1日から 2025年 7月末日までの 181日）に換算した数値を記載しています。 

（注 2）上記の運用状況の予想数値については、別紙「2025 年 7 月期及び 2026 年 1 月期における運用状況の予想の前提条件」記載の前提

条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の追加取得又は売却、不動産市場等の推移、金利の変動、実際に決定さ

れる新投資口の発行数及び発行価格、MFLP を取り巻くその他の状況の変化等により、前提条件との間に差違が生じ、その結果、実

際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）及び 1 口当たり利益超過分配

金は変動する可能性があります。また、本予想は、分配金及び利益超過分配金の額を保証するものではありません。 

（注 3）本合併に伴い、のれん又は負ののれんが発生することが見込まれますが、本日現在において当該金額は未定であることから、のれ

ん又は負ののれんの発生は、本予想における各数値には織り込んでいません。詳細については、別紙「2025 年 7 月期及び 2026 年

1 月期における運用状況の予想の前提条件」の「のれん・負ののれん」をご参照ください。のれん又は負ののれんの概算額及びそ

れに伴う運用状況及び分配金の予想の修正については、本合併の効力発生日である 2024 年 11 月 1 日以後速やかにお知らせする

予定です。 

（注 4）上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

（注 5）単位未満の数値は切り捨て、百分比率については、小数点第 2位を四捨五入して記載しています。 

 

以 上 
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＊両投資法人のホームページアドレス 

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人：  https://www.mflp-r.co.jp/ 

アドバンス・ロジスティクス投資法人： https://www.adl-reit.com/ 

https://www.mflp-r.co.jp/
https://www.adl-reit.com/
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【別紙】 

2025年 7月期及び 2026年 1月期における運用状況の予想の前提条件 

 

項目 前提条件 

計算期間及び 

合併の効力発生 

・ 2025年 7月期（2024年 11月 1日～2025年 7月 31日）（273日） 

・ 2026年 1月期（2025年 8月 1日～2026年 1月 31日）（184日） 

・ 2024 年 9 月 30 日開催予定の MFLP の投資主総会において、営業期間を変更する旨の規約変更

に係る議案が承認され、かつ 2024年 11月 1日付で本合併の効力が発生することを前提として

います。 

運用資産 

・ MFLP が本書の日付現在保有する不動産信託受益権（合計 30 物件）（以下、個別に又は総称し

て「MFLP 保有資産」といいます。）に加え、ADL が本書の日付現在保有する不動産信託受益権

（合計 16 物件）（以下、個別に又は総称して「ADL 保有資産」といいます。）を、本合併に伴

い MFLP が承継することを前提としています。 

・ 上記に加え、ADL が本日付で公表しました「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」

に記載のとおり、本合併の効力発生等を条件として、MFLP が本合併に伴い ADL から売買契約

上の買主の地位及び権利義務を 2024年 11月 1日付で承継し、同日付で、IMP厚木Ⅱ、IMP加

須及び IMP 吉川美南（準共有持分 50%）の 3 物件（以下、個別に又は総称して「取得予定資

産」といいます。）の取得を行うことを前提としています。 

・ 上記を除き、2025 年 7 月期末及び 2026 年 1 月期末までに資産の変動（新規物件の取得及び現

保有資産の処分等）がないことを前提としています。但し、実際には新規物件の取得又は現保

有資産の処分等により変動する可能性があります。 

営業収益 

・ MFLP 保有資産と ADL 保有資産の賃貸事業収益については、本日現在効力を有する締結済みの

賃貸借契約、 テナントの動向、市場動向等を勘案して算出しています。 

・ 取得予定資産の賃貸事業収益については、現所有者より提供を受けた情報をもとに締結 済み

の賃貸借契約、テナントの動向、市場動向等を勘案して算出しています。 

・ 不動産等売却損益の発生がないことを前提としています。 

営業費用 

・ 主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、過去の 実績

値をもとに、費用の変動要素を考慮して算出しています。 

・ 減価償却費については、定額法により算出しており、2025 年 7 月期に 6,505 百万円、2026 年

1月期に 4,542百万円を想定しています。 

・ 賃貸事業費用（減価償却費を含みます。）控除後の賃貸事業利益（不動産等売却益を除きま

す。）は、2025年 7月期に 12,413百万円、2026年 1月期に 8,752百万円を想定しています。 

・ 一般的に、不動産等の売買に際しては、取得資産の固定資産税及び都市計画税等は現所有者と

期間按分による計算を行った上で物件取得時に精算されますが、MFLP は当該精算金相当分を

取得原価に算入することとしています。 

・ 建物の修繕費については、MFLP の資産運用会社である三井不動産ロジスティクスリートマネジ

メント株式会社及び ADL の資産運用会社である伊藤忠リート・マネジメント株式会社が策定す

る中長期の修繕計画をもとに、2025 年 7 月期に 787 百万円、2026 年１月期に 102 百万円を想

定しています。但し、予想し難い要因により修繕費が増額又は追加で発生する可能性があるこ

とから、予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。 

・ 本合併に関連し、一時的に発生する費用として、2025 年 7 月期に資産運用報酬のうち合併報

酬 855百万円及び合併関連費用 142百万円を想定しています。 

・ 運用報酬については、規約変更後の計算式による算定を前提としています。かかる規約変更の

詳細につきましては、MFLP が本日付けで公表した「合併契約承認及び規約一部変更に関する

お知らせ」をご参照ください。 

営業外費用 

・ 支払利息、投資法人債利息及びその他融資関連費用として 2025 年 7 月期に 1,127 百万円、

2026年 1月期に 766百万円を想定しています。 

・ 投資法人債発行費については、投資法人債発行月より償還までの期間に渡り月割り償却してお

り、投資法人債発行費償却として、2025 年 7 月期に 4 百万円、2026 年 1 月期に 3 百万円を想

定しています。 

・ 新投資口の発行に係る投資口交付費については、投資口発行月より 3年間で月割り償却してお

り、投資口交付費償却として、2025年 7月期に 13百万円、2026年 1月期に 4百万円を想定し

ています。 
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有利子負債 

・ 本書の日付現在において、MFLP の有利子負債総額は 156,700 百万円であり、これに加えて、

取得予定資産の取得資金の一部として、2024 年 11 月 1 日に 10,700 百万円の新規借入を行う

ことを前提としています。 

・ 上記に加えて、本書の日付現在、ADL の有利子負債残高は 61,220 百万円であり、MFLP が承継

することを前提としています。 

・ 有利子負債総額は、2025 年 7 月期末に 225,000 百万円、2026 年 1 月期末に 223,500 百万円を

前提としています。 

・ LTVについては、2025年 7月期末に 39.9％、2026年 1月期末に 40.2％を見込んでいます。ま

た、LTVの算出にあたっては、次の算式を使用しています。 

LTV＝有利子負債総額÷総資産額×100 

のれん・負ののれ

ん 

・ 本合併に伴い、のれん又は負ののれんが発生することが見込まれていますが、本書の日付現

在、MFLP が承継する ADL の資産の取得原価の算出の基礎となる効力発生日の MFLP の投資口価

格が不明であり、のれんが発生するか負ののれんが発生するか定かではなく、また、当該金額

も未定であるため、のれん及び負ののれんは発生しないことを前提とし、本予想における各数

値には織り込んでいません。 

・ 本合併によりのれんが発生した場合には、企業結合に関する会計基準（企業会計基準第 21

号・平成 31年 1月 16日改正）（以下「企業会計基準」といいます。）に従い、のれんは資産に

計上し、20 年間にわたって定額法により規則的に償却する方針です。また、本合併により負

ののれんが発生した場合には、企業会計基準に従い、2025 年 7 月期に特別利益として、負の

のれん発生益を一括計上する方針です。 

投資口 

・ MFLPの本書の日付現在の発行済投資数 608,000口に、MFLPが、2024年 10月 31日を分割の基

準日、2024 年 11月 1日を効力発生日として実施予定の投資口 1口を 4口とする投資口分割に

より 増加する投資口数 1,824,000 口を加え、さらに本合併に伴い MFLP が発行する新投資口

787,699口を加えて、本合併後に合計 3,219,699 口になることを前提としています。かかる投

資口分割の詳細につきましては、MFLP が本日付で公表しました「投資口の分割に関するお知

らせ」をご参照ください。 

・ 本合併により MFLP が発行する新投資口数は現時点において未確定であり、投資口買取請求の

有無等により変動します。当該新投資口数については、本合併の効力発生日である 2024 年 11

月 1日以降に確定次第、速やかにお知らせする予定です。 

・ 上記の他に、2025 年 7月期末及び 2026年 1月期末まで新投資口発行等による投資口数の変動

がないことを前提としています。 

1口当たり分配 

金（利益超過分配 

金は含まない） 

・ 1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は、MFLP の規約に定める金銭の分配の方針に

従い、利益の全額を分配することを前提として算出しています。 

・ 但し、運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃貸事業収入の変動又は予期せぬ修繕の発生

等を含む種々の要因により、1 口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）は変動する可能

性があります。 

・ 本合併に伴い、負ののれんが発生した場合には、2025 年 7 月期の分配金に充当する部分を除

き、その大部分を、一時差異等調整積立金として積み立てることにより、導管性要件を満たし

た上で内部留保することを予定しています。内部留保については、2025 年 8 月以降の運用に

おいて、主に一時的な収入の減少や、費用発生時において、分配金への負の影響を緩和するほ

か、税会不一致が生じた際の法人税等の税金費用の発生を回避するために活用する方針です。 

1口当たり 

利益超過 

分配金 

・ 本合併に伴い、のれんが発生した場合には、所得超過税会不一致に相当する金額について、一

時差異等調整引当額としての利益超過分配を実施する方針であるため、結果として課税負担の

発生は回避できるものと見込んでいます。 

・ 1 口当たり利益超過分配金は、MFLPの規約に定める金銭の分配の方針及び運用ガイドラインに

従い算出しています。 

・ MFLP は、不動産等売却損益等を除いた、運用資産の賃貸等の運用によって生じるキャッシュ

フローに重点をおいて、長期的な保有資産の維持管理及び財務の安定性が確保される範囲内

で、原則、FFO（注 1）の 75％を上限として、利益超過分配を含めた分配可能金額を算定し、

そのうち利益分配の額を超過した金額を基に、総合的に判断を行った上で決定した金額を利益

超過分配として継続的に分配（以下「継続的な利益超過分配」といいます。）する方針です。

但し、経済 環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに MFLPにおける当

該営業期間の減価償却費に占める利益超過分配の割合（注 2）、LTVの水準及び余剰現預金の状
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況等を勘案し、継続的な利益超過分配を行わない場合があります。 

・ さらに、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1 口当たり分

配金（利益超過分配金を含む）の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれる場合

には、1 口当たり分配金（利益超過分配金を含む）の金額を平準化する目的で、一時的な利益

超過分配を行うことがあります。なお、2025 年 7 月期においては本合併により一時的に発生

する費用等に伴い、一時的な利益超過分配金 946百万円を想定しています。 

・ 但し、長期的な保有資産の維持管理を継続する観点から、上記の金銭の分配を実施した場合、

当該営業期間の減価償却費相当額から当該営業期間の利益超過分配の額を控除した金額が、建

物等維持管理のための資金に関する基準額（注 3）を下回る場合においては、分配金額が利益

分配相当の総額を下回らない限度において利益超過分配の額を減額するものとし、利益超過分

配を実施しない場合もあります。 

・ また、安定的な財務運営を継続する観点から、上記の金銭の分配を実施した場合に鑑定 LTV

（注 4）が 60％を超える場合においては、利益超過分配を実施しないものとします。 

・ 利益超過分配金総額は、上記算出に基づき 2025 年 7 月期に 3,870 百万円、2026 年 1 月期に 

1,883 百万円を想定しています。なお、所得超過税会不一致が分配金に与える影響を考慮した

一時差異等調整引当額として、2025 年 7 月期に 357 百万円、2026 年 1 月期に 234 百万円の利

益超過分配の実施を見込んでいますが、この金額は上記 3,870百万円及び 1,883百万円に含ま

れています。 

（注 1）「FFO」とは、英文の Funds From Operation の頭文字をとった略称であり、当期
純利益（但し、不動産売却損益等を除きます。）に当該営業期間の減価償却費を
加算した値をいいます。 

（注 2）当該割合の上限は、当該営業期間の減価償却費の 60％に相当する金額としま
す。 

（注 3）「建物等維持管理のための資金に関する基準額」とは、建物状況調査報告書に記
載された資本的支出相当額を 12 年で平均した金額の 6 ヶ月相当額に 2を乗じた
金額をいいます。 

（注 4）鑑定 LTV（％）＝A／B×100（％） 
A＝当該決算日における有利子負債総額 

B＝当該決算日における貸借対照表上の総資産額－当該決算日における保有不動

産の減価償却後の簿価の金額＋当該決算日における保有不動産の鑑定評価額

の合計額 

その他 

・ 法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所の定める上場規則、一般社団法人投資信託協

会の定める規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行われないことを前提とし

ています。 

・ 一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提としています。 

 


